
                            「平成２３年９月末現在」 

金融円滑化に対する取組状況について 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 
第７条１項に規定する説明書類 

昭和信用金庫 

 
 
 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（以下：同法）

第７条１項に基づき昭和信用金庫（以下：当庫）が同法第４条から第６条までの規定に基づ

きとった措置の概要に関する事業を以下の通り開示いたします。 
 
第 1. 中小企業者等から債務の弁済に係わる負担の軽減の申込みがあった場合における対

応措置の実施に関する方針の概要 
 

当庫は「相互扶助」、「共存共栄」の経営理念の下、これまで以上に総力を挙げて応援する

ことが信用金庫の社会的使命と捉え、円滑な金融仲介機能の発揮に向けてお客様からの資金

需要や既存融資の貸出条件の変更等各種ご相談に対して、これまで以上にお客様の抱えてい

る問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んで参ります。 
  （詳細については 別添「金融円滑化管理方針」をご覧ください） 

 
第2. 中小企業者等から債務の弁済に係わる負担の軽減の申込みがあった場合における対

応措置の状況を適切に把握するための体制の概要 
  
（1） 営業店における体制 

 
 営業店においては、責任を持ってお客様からのご相談をしっかり検討させていただきます。 
 ご相談については「条件変更対応表」及び「貸付条件の変更シート」を作成して、相談の

都度速やかに、融資部・審査課まで報告する体制をとっております。 
本法案に関する書類は全て５年保存としております。 

 
（2） 本部における体制 
 
 本部においては、審査課で「条件変更対応表」及び「貸付条件の変更シート」を基に貸付

条件の変更の実施状況を集計して「金融円滑化管理統括責任者」に報告する体制をとってお

ります。 
 「金融円滑化管理統括責任者」は貸付条件の変更の実施状況を常務会に報告し、金庫とし

て把握できる体制をとっております。 
 また「金融円滑化管理統括責任者」は各部門の金融円滑化の取組が適切に行われているか

管理統括を行っております。 
 

 



第3. 中小企業者等から債務の弁済に係わる負担の軽減の申込みがあった場合における対

応措置に係わる苦情相談を適切に行うための体制の概要 
 

（1） 営業店における苦情相談体制 
お客様からの苦情に適切に対応するため全営業店に「金融円滑化相談窓口」を設置し、

「金融円滑化担当者」がお客様の苦情に対して真摯に対応いたします。 
 お客様からの苦情に対しては「金融円滑化に関する苦情処理記録表」を作成して、「金

融円滑化苦情責任者」に報告する体制をとっております。 
 

（2） 本部における苦情相談体制 
  
 本部においては法務課長を「金融円滑化苦情責任者」に任命して、営業店と連携して

適切に対応いたします。 
また、営業店及び事業支援課に金融円滑化苦情相談窓口（電話による相談受付）を設

置してお客様の苦情に対して丁寧に対応の上、「金融円滑化に関する苦情処理記録票」を

作成して、「金融円滑化苦情責任者」に報告します。「金融円滑化に関する苦情処理記録

票」は「金融円滑化苦情責任者」から「金融円滑化管理統括責任者」に迅速に報告され

る体制をとっております。 
 
第4. 中小企業者等から債務の弁済に係わる負担の軽減の申込みがあった場合における対

応措置をとった後において、当該措置に係わる中小企業者の事業についての改善また

は再生のための支援を適切に行うための体制の概要 
 

（1） 営業店における取組 
 
 各営業店では、担当者がお客様の経営状況を継続的に把握するように努めるとともに、

経営相談への対応、経営指導、経営改善支援などに積極的に取組む体制をとっておりま

す。各営業店では、経営改善計画書策定時の助言等を行うほか、必要に応じて事業支援

課と連携して、お客様の事業改善・再生の取組を支援する体制をとっております。 
 

（2） 事業支援課と連携して、実施している取組について 
 
(ア) 経営計画策定セミナーの開催を通じての経営課題の認識・改善支援 
(イ) 中小企業大学校東京校「企業診断実習」を活用した経営支援活動 
(ウ) 中小企業支援機関の協力による経営支援の活用 

（再生支援協議会、独立行政法人中小企業基盤整備機構、財団法人東京都中小企業振興公社等） 
(エ) 当庫の情報集積機能を活用した機会提供のコーディネート支援 

① 「合同ビジネスマッチング交流会」による販路機会開拓支援 
(オ) 当庫職員によるお客様の規模・特徴に合わせた経営改善活動 
(カ) 休日ローン相談会における事業性資金・住宅資金の各種相談 

 
                                        
  



第5. 金融円滑化法第４条に基づく措置の実施状況 
 

別表１をご覧ください。 
  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数および金額 

［債務者が中小企業者である場合］ 
  

第6. 金融円滑化法第５条に基づく措置の実施状況 
 

    別表２をご覧下さい。 

    貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数および金額 

［債務者が住宅資金借入者である場合］ 
 

 
以 上 
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【別添資料】 

 

 

 

金融円滑化管理方針 

 

（目的） 

第１条 

当庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、並び

に地域の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細やかな支援に取組むことは、当庫の最

も重要な役割の一つであることを認識し、適切なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発揮して

いくことを目的に、本方針を定める。 

 

（定義） 

第２条 

本方針において「金融円滑化」とは、以下①から⑥をいい、「金融円滑化管理」とは、適切なリスク管

理の下、金融仲介機能を積極的に発揮する観点から、これらを達成するために必要となる管理をいう。 

① 顧客の経営実態等を踏まえて、適切に新規融資や貸付条件の変更等を行うことの確保。 

② 顧客の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援を行うことの確保。 

③ 与信取引（貸付契約及びこれにともなう担保・保証契約）に関し、顧客に対する説明を適切かつ十

分に行うことの確保。 

④ 顧客からの与信取引に係る問い合わせ、相談、要望及び苦情への対応を適切に実施することの確保。 

⑤ 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」 

（以下、「中小企業者等金融円滑化法」という。）に規程する必要な措置の確保。 

⑥ その他、与信取引に関して、地域密着型金融を推進するために必要であると判断した事項が適切に

なされることの確保。 

 

（管理体制） 

第３条 

「金融円滑化管理」に関する方針を理事会において定め、「金融円滑化管理」の実行性を確保するため、

理事会において「金融円滑化管理統括責任者」を選任するほか、理事会、常務会及び金融円滑化管理統括

責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定する。 

 

（体制整備） 

第４条 

（１） 金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する適切な審査が行われるこ

とを確保するため、信用リスク管理部門（融資部）は適時、融資審査方法及び与信管理方法の見直

しを行う。 

（２） 金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する顧客説明及び顧客サポー

トの適切性・十分性を確保するため、金融円滑化管理統括責任者は関係各部署及び営業店等と連携
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して顧客保護を図る取組を行う。 

（３） 顧客の経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関するきめ細やかな支援を行うため、融

資部、事業支援部は連携して経営改善の取組について一層連携して取組を行う。 

（４） 顧客の事業価値を見極める能力（以下、「目利き能力」という）の向上のため、総務部は役職員に

対し、「目利き能力」向上のための研修を行う。研修にあたっては融資部、事業支援部の意見・要

望を取り入れ実践に即した研修を行うようにする。 

 

（中小企業者等金融円滑化の施行にともなう対応） 

第５条 

（１） 「中小企業者等金融円滑化法」の施行にともない、「中小企業者等金融円滑化法第６条」で定

める金融円滑化基本方針を別紙の通り策定・公表する。 

（２） 「中小企業者等金融円滑化法」を踏まえ、中小企業者・住宅資金借入者からの事業資金並びに

住宅資金の貸付条件の変更等に関する申込み等及び相談・苦情等について、適切な対応が行え

るよう必要な体制を整備する。 

（３） 中小企業者からの貸付条件の変更等の申込み等について、他の金融機関や政府系金融機関、信

用保証協会および中小企業再生支援協議会等が関係している場合には、これらの者と緊密な連

携が図れるよう必要な体制を整備する。 

（４） 住宅資金借入者からの貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構が関係し

ている場合には、これらの者と緊密な連携が図れるよう必要な体制を整備する。 

（５） 「中小企業者等金融円滑化法」に基づく金融円滑化の状況に関する開示や当局への報告を行う

とともに、当該開示等が適切なものとなっているか確認する体制を整備する。 

（６） 上記以外の「中小企業者等金融円滑化法」を踏まえた対応が適切に行えるよう必要な体制を整

備する。 

 

（方針の改廃） 

第６条 

本方針の改廃は、理事会の決議による。 

 

（付則） 

本方針は平成２１年１２月４日から適用する。 

                                 以 上 

               

参考 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 抜粋 

第６条 金融機関は、前二条の規程（中小企業者・住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の

申込みがあった場合における対応）に基づく措置を円滑にとることができるよう、主務省令で

定めるところにより、当該措置の実施に関する方針の策定、当該措置の状況を適切に把握する

ための体制の整備そのた必要な措置を講じなければならない。           



金融機関名 昭和信用金庫

地域 関東

平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２４年 平成２４年 平成２４年

１２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末

件数 65 285 482 667 845 1,042 1,184 1,335
金額 1,217 5,750 11,813 16,109 22,515 26,661 31,036 36,359
件数 18 155 374 534 703 802 993 1,110
金額 166 2,466 8,024 10,626 16,038 18,476 23,077 27,020
件数 0 6 8 16 20 22 24 25
金額 0 134 151 2,297 2,385 2,446 3,153 3,160
件数 47 114 75 64 54 127 51 69
金額 1,050 2,919 2,828 1,991 2,454 2,856 1,389 2,643
件数 0 10 25 53 68 91 116 131
金額 0 227 807 1,193 1,635 2,881 3,417 3,533
件数 16 130 303 443 574 661 815 907
金額 150 1,046 2,644 4,049 5,788 6,616 8,367 9,160
件数 0 2 4 6 9 11 12 13
金額 0 16 33 63 73 134 141 148

うち、取下げに係る貸付債権

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の
件数・金額

うち、信用保証協会による債務の保証を受け
ていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会による債務の保証を受け
ていた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

(単位:百万円)

別表１　法第4条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数および金額
〔債務者が中小企業者である場合〕



金融機関名 昭和信用金庫

地域 関東

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２４年 平成２４年 平成２４年

１２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末

件数 1 12 19 26 33 36 43 47
金額 93 254 449 612 805 894 997 1,035
件数 0 4 12 16 22 23 27 28
金額 0 140 278 389 537 565 613 637
件数 0 0 0 0 1 1 1 1
金額 0 0 0 0 27 27 27 27
件数 1 7 2 3 2 1 0 3
金額 93 82 81 57 51 41 0 14
件数 0 1 5 7 8 11 15 15
金額 0 31 89 164 189 259 356 356

(単位:百万円)

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債
権の件数・金額

別表２　法第5条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の件数および金額




